
東大阪市は、大阪府の中部にある
中河内地域に位置し、大阪市、堺市
に次ぐ、府内第３位の人口規模を有
する中核市で、電車での移動におい
ては、新幹線の拠点駅である新大阪
駅まで25分、関西圏の観光都市であ
る大阪市中心部へは約15分、奈良市
まで約30分、京都市や神戸市まで約
１時間の距離にあり、いわゆる交通
の要衝として位置しています。
新大阪駅に直結し便利になった東
大阪市で宿泊施設の事業をぜひご検
討ください。



本件土地の現況
１．付近見取り図

地番 東大阪市荒川三丁目25番１
地目 宅地

敷地面積 3,852.81㎡ （約39ｍ×約100ｍ）
用途地域 近隣商業地域

建蔽率／容積率 80％／400％

２．土地の概要

建物名称 旧荒川庁舎 旧教育
センター庁舎① 庁舎② 倉庫① 倉庫②

竣 工 年 昭和26年以前 平成３年 平成３年 平成３年 昭和62年
延床面積 約1,502.00㎡ 約705.78㎡ 約136.08㎡ 約81.00㎡ 約696.41㎡

階 数 地上３階建＋
塔屋１階 地上２階建 地上１階建 地上１階建 地上２階建

構 造 ＲＣ造 Ｓプレハブ
造

Ｓプレハブ
造

Ｓプレハブ
造 Ｓ造

そ の 他 自転車
置場有り

自転車
置場有り 物置有り 自転車

置場有り

３．既存建物の概要



日程 内容
平成31年４月24日（水） 募集要項等の公表
令和元年５月29日（水） 現地開放参加申込締切
令和元年６月４日（火）

～６月５日（水）
現地開放

令和元年６月６日（木）
～６月12日（水）

質問書受付期間

令和元年6月26日（水） 質問書に対する回答公表
令和元年７月１日（月）

～７月３日（水）
事業参加申込書の受付期
間

令和元年７月17日（水） 応募資格審査結果通知
令和元年８月19日（月）

～８月23日（金）
事業提案書の提出期間

令和元年９月中旬
提案審査（プレゼンテー
ション及びヒアリング）

令和元年10月初旬 優先交渉権者等の決定
令和元年11月初旬 基本協定の締結
令和２年５月初旬
※基本協定締結後
６か月以内

借地権契約及び除却協定
の締結

本事業の概要

旧荒川庁舎及び旧教育センター
敷地活用事業

1.事業名

２.事業形態
借地借家法第23条第１項に基づく
事業用定期借地権を設定し、本件
土地を貸し付けます。

３.事業期間(借地権契約期間)

事業期間は、30年以上50年未満の
期間内で事業者の提案によるもの
とします。
なお、事業期間には、本件土地に
存在する建物及び工作物その他の
全ての除却に要する期間、事業者
提案施設の建設に要する期間及び
土地の返還（原状回復）に要する
期間を含みます。

４.賃料
本件土地の賃料は、月額金
1,610,000円を下限額とし、事業
者の提案により決定します。

５.事業内容
本事業において事業者は、既存建
物等の除却を行った上で、新たに
宿泊施設又は宿泊施設との複合的
な施設を建設し、運営するものと
します。

６.選定方法

７.スケジュール

本事業の選定方法は、公募型プロ
ポーザル方式とし、応募者からの
提案内容について、適切かつ客観
的に審査するため、旧荒川庁舎及
び旧教育センター敷地活用事業者
選定委員会において行い、最優秀
提案者及び次点提案者を選定の上、
優先交渉権者等を決定するものと
します。



本事業に関する窓口（東大阪市経営企画部）
〒577-8521 東大阪市荒本北一丁目１番１号
（東大阪市役所総合庁舎10階）
FAX 06-4309-3826

企画室
TEL 06-4309-3101
E-mail kikaku@city.higashiosaka.lg.jp

資産経営室
TEL 06-4309-3017
E-mail shisankeiei@city.higashiosaka.lg.jp

本事業の詳細については下記ウェブページ
にてご確認をお願いします。
<URL>https://www.city.higashiosaka.lg.jp/
0000024707.html


